
構造改革特別区域計画 

 

１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 

広島県東広島市 

 

２ 構造改革特別区域の名称 

東広島市すくすく・すこやか給食特区 

 

３ 構造改革特別区域の範囲 

広島県東広島市の一部（八本松町、福富町、豊栄町、河内町） 

 

４ 構造改革特別区域の特性 

 本市は、広島県のほぼ中央に位置し、昭和 49年に西条町、八本松町、志和町、高屋町

の 4 町が合併してできた市である。長い歴史と伝統、恵まれた自然環境を背景に、学園

都市建設、広島中央テクノポリス建設の 2 大プロジェクトを推進し、広島大学の統合移

転等の学術研究機能の集積を進めるとともに、産業団地等の産業基盤の整備や新幹線新

駅、山陽自動車道などの高速交通網の整備により、学術・研究・産業支援機能、国際交

流・協力機能が集積し、第 2次・第 3次産業が急速に伸びるなど、昭和 50年代後半から

急速に成長してきた。 

平成 17 年 2月 7日には、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町及び安芸津町と合併し、面

積は約 635ｋ㎡と広島県の約 7.5％を占める広いエリアを有する広島県中央地域の中核的

な都市となり、「未来にはばたく国際学術研究都市―ともに育み、人が輝くまち―」を将

来都市像に定め、周辺圏域との連携が容易な立地条件のもと、人口も 180,000人を超え、

地方における成長都市のモデルとして大きな期待が寄せられている。 

その一方で、人口が増加している本市においても、少子・高齢化は、比較的緩やかな

水準で推移しているものの、着実に進んでおり、また中心部の人口集中と周辺地域にお

ける過疎化の進展などの問題も抱えている。 

こうした中、子育て支援については、「子ども・子育て支援法」に基づき、「東広島市

子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子どもと子育て家庭を支援する総合的な取り

組みを行っているが、子どもを安心して生み育てることができる地域社会を実現するた

めに、さらなる取り組みが求められている。 

市内には、平成 28 年 10 月現在、保育所及び認定こども園は、56 施設あり、うち、公

立保育所は 24 施設、公立認定こども園は 3 施設、私立保育所は 20 施設、私立認定こど

も園は 9施設（小規模保育所 1施設を含む。）である。公立保育所・認定こども園の定員

は 2,190 名、私立保育所・認定こども園は 2,782 名で、全体で 4,972 名の定員を擁して

いる。保育所では延長保育、一時保育、子育て支援センターなどの特別保育を実施し、



保育サービスの充実に努めている。 

公立保育所及び認定こども園の給食を、大型給食施設である学校給食センターからの

外部搬入方式により実施することで、調理設備の維持管理経費の節減や、食材の一元購

入及び調理員の合理的な配置による経費の節減が可能となり、さらに、節減された経費

を財源とすることで、増加する保育需要への対応が可能となる。また、食育基本法が制

定され、食育への取り組みが求められる中、地産地消と食育に積極的に取り組んでいる

学校給食センターから給食を外部搬入することにより、最少の経費で最大の効果が期待

される地方自治体において、公立保育所及び認定こども園の児童への安全・安心な給食

の提供と就学前からの一貫した食育に取り組むことが可能となる。 

 

５ 構造改革特別区域計画の意義 

近年、社会構造の変化に伴い、女性の社会進出や就労形態の多様化が進み、これに伴

って保育に対するニーズが増大すると共に、家庭の養育機能の低下による問題が指摘さ

れ、そのひとつとして児童の食習慣の乱れが挙げられている。このような中、養育者の

仕事と子育ての両立支援を行う保育所及び認定こども園の役割は重要であり、様々な子

育て支援サービスを充実させていく必要があるが、その一方で、保育所及び認定こども

園運営の合理化等により、地方自治体の限られた財源を効率的に活用することが不可欠

である。 

公立保育所及び認定こども園において、学校給食センターからの給食の外部搬入方式

を実施することにより、食材の一元購入や調理員の適正配置による調理業務経費の節減

や、施設の整備や維持管理等の経費の節減が図られ、公立保育所及び認定こども園運営

の合理化と子育て支援施策充実のための財源確保が可能になる。 

また、衛生面や安全面で設備の整った大型調理施設で調理した給食を児童に提供する

ことは、給食の安全性を高めることにもつながる。 

食育の面では、学校給食センター等と保育所及び認定こども園が連携することで、乳

幼児期からの発達段階に応じた児童の食に対する嗜好や、食習慣等に関する情報の把握

ができ、乳幼児期からの一貫した食育が可能となり、正しい食習慣の定着を図ることが

できる。 

また、学校給食センターでは地産地消にも取り組んでおり、食材の一元的な購入によ

り、少量では調達できない地域食材を用いた給食の提供が可能となる、また、乳幼児期

から地元の食材に馴染むことは地産地消の促進に資する。 

 

６ 構造改革特別区域計画の目標 

(1)学校給食センター等からの給食の外部搬入方式の実施により、公立保育所及び認定こ

ども園運営の合理化を進め、拡大し、多様化する保育需要に対応する。 

(2)保育所及び認定こども園と学校給食センター等、関係機関が連携して食育に取り組み、



乳幼児期からの正しい食習慣の形成・定着と健やかな成長に努める。 

(3)米飯については全て東広島産を使用するなど、給食に地元食材を積極的に活用するこ

とで、乳幼児期から地元食材に慣れ親しむ環境づくりを行い、地産地消の促進につな

げる。 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

(1)学校給食センター等が一元的に食材等を大量購入、調理することで、食材料費、光熱

水費等の給食調理に係わる経費が節減される。 

(2)衛生面・安全面での設備が整った大型調理施設で調理された給食サービスの充実によ

り、安全・安心な保育環境を提供することで、子育て家庭への仕事と家庭の両立支援

に資することができる。 

(3)乳幼児期から一貫した食育と地産地消に取り組むことで、児童の正しい食習慣形成や

地元食材に慣れ親しむことによる将来的な地産地消に繋がる。また、生産者にとって

も、自ら生産した食材が地元で消費されることで、生産意欲の高揚等の効果が期待で

きる。 

 

８ 特定事業の名称 

９２０ 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 

 

９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業に関連す

る事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団体が必要と認める事項 

 

（食育推進事業） 

給食センター及び各保育所において食育プログラムを作成するとともに、食育プログ

ラムを通じて、児童及びその保護者に対して食育への関心を高め、保育所における食を

通じたこどもの健全育成の推進を図る。 

 

（地産地消促進事業） 

給食センターにおいて、地域で生産された食材を積極的に活用することにより、児童

及びその保護者が地元食材に慣れ親しむ環境づくりを行うとともに、地産地消の推進、

農業振興につなげる。 



別紙 

 

１ 特定事業の名称 

９２０ 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

東広島市立吉川保育所 東広島市八本松町吉川 351-1 

東広島市立原保育所 東広島市八本松町原 6782-1 

東広島市立川上西部保育所 東広島市八本松南二丁目 3-1 

東広島市立川上東部保育所 東広島市八本松町正力 1441-1 

東広島市立川上中部保育所 東広島市八本松飯田二丁目 17-5 

東広島市立認定こども園くば 東広島市福富町久芳 3327 

東広島市立認定こども園たけに 東広島市福富町下竹仁 534-2 

東広島市立認定こども園とよさか 東広島市豊栄町鍛冶屋 577-1 

東広島市立河内西保育所 東広島市河内町河戸 802-2 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始日 

構造改革特別区域計画の認定を受けた日 

 

４ 特定事業の内容 

東広島市の公立保育所及び認定こども園（以下、「保育所等」とする。）のうち、９所

の給食を学校給食センターで調理し搬入する外部搬入方式により実施する。調理にあた

っては、食育プログラムに基づき児童の発達に十分必要な栄養素量を給与する。また、

各保育所等には配膳員を配置し、衛生管理に十分配慮した配膳を行うとともに、個々の

児童の年齢や発達段階・健康状態等に応じて刻み食等の対応を実施し、咀嚼機能の向上

等、正しい食習慣の形成を推進する。 

学校給食センターには、児童用の調理用器具類・食器等、適宜補充するものとし、消

毒等については、学校給食と同様に消毒し、洗浄保管するものとする。なお、学校の夏

季等の長期休業中についても、学校給食センターからの外部搬入方式により給食を提供

する。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

(1)公立保育所における給食の外部搬入の実施にあたっては、「構造改革特別区域におけ

る『公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業』について（平成２０年４月

１日付雇児発第０４０１００２号）」における留意事項を遵守する。各保育所等とも加

熱設備としてガステーブルを設置し、保存設備として冷蔵庫及び冷凍庫、その他、調



理台、配膳台等が備え付けられている。 

離乳食・食物アレルギー・体調不良児への対応については、保育所内の保育士、配

膳員、学校給食センターの栄養士等が協議し、付与量の調整等、保育所内の調理室で

児童に合わせた給食を調理することで対応する。 

(2)外部搬入による給食は、児童全員を対象とし、学校給食と同じ献立とするが、児童の

発達に十分必要な栄養素量を給与するとともに発達段階に応じて刻み食が必要な場合

やアレルギー等で除去食が必要な場合は、各保育所等において配膳員が個別対応を行

う。また、主食や果物、手作りおやつ、行事食等の調理については、各保育所等にお

いても対応することとする。 

(3)社会福祉施設において外部搬入を行なう場合の衛生基準については、「保護施設等に

おける調理業務の委託について（昭和 62 年 3 月 9 日付社施第３８号）」において準拠

されている「病院、診療所等の業務委託について（平成５年２月１５日指第１４号）」

の第４の２の規定及び「保育所における調理業務の委託について（平成１０年２月１

８日付児初第８６号）」を遵守する。調理施設や運搬車両等も適切に洗浄・消毒を行い、

衛生管理を徹底する。 

(4)調理方法については、各保育所等とも調理後４５分以内で配送することが可能なため、

食材を加熱調理後、冷凍または冷蔵せずに運搬し、速やかに提供するクックサーブ方

式で実施する。食事の運搬及び保管方法については、専用のコンテナに入れ、専用の

給食運搬車で配送する。現在、各給食センターが活用している給食運搬車にて、各保

育所の喫食時間に間に合うよう配送を行い、運搬した給食は保育所等の配膳室に搬入

し、各クラスにおいて衛生面に十分配慮し配膳する。喫食は調理完了から２時間以内

である。 

 (5)特例措置による給食の外部搬入については、搬入元と搬入先との間で委託契約の締

結が求められている。本市の場合、市立の学校給食センターから市立保育所等への搬

入であり、委託契約は困難なため、市長と教育委員会との間で覚書を締結する。 

(6)食育については、給食センターにおいて食育プログラムを作成するとともに、各保育

所の要望に応じて給食センターから栄養士が各保育所等を訪問し、児童又はその保護

者に対して食育に関する指導を行う。また、各保育所においても、「保育所保育指針」

や「保育所における食事の提供ガイドライン」を基にして、独自の食育プログラムを

作成し、必要に応じて、季節の行事に対応した調理を行ったり、児童が育てた食材を

活用した調理を行ったりすることにより、食育への関心を高め、保育所における食を

通じたこどもの健全育成の推進を図る。 

(7)栄養素の給与については、学校給食センターと市の栄養士、管轄保健所、保育所等と

連携し、「食事摂取基準」に基づく適切な栄養素量の確保を行うとともに、地域性や季

節感を考慮した食材を利用しながら、学校教育での食育プログラムを参考に発達段階

に応じた給食を行う。 


	①様式１　計画概要
	調査様式

	②様式２　計画データシート
	データシート様式（特区）

	③変更認定申請書（鑑）
	④計画書（本体）
	⑤計画書別紙
	⑥新旧対照表（計画書・別紙）
	⑦添付書類目次
	⑧1.区域図
	Sheet1

	⑨2.実施主体(保育所)の特定状況
	⑩3.工程表
	⑪4.関係者の意見
	⑫搬送経路一覧
	⑬新旧対照表・配送経路一覧
	⑭配送経路図
	⑮搬出元平面図、調理室写真
	西条
	（仮称）北部
	×西条

	⑯搬出元施設概要
	⑰搬送先平面図､調理室写真
	吉川
	原
	川上西部
	川上東部
	川上中部
	くば
	たけに
	とよさか
	河内西

	⑱覚書（案）
	⑲給食年間指導計画（Ｈ
	28


